
提 供 日 2026/04/03

タイトル 都市計画決定のための公聴会の開催について

担　　当 交通基盤部 都市局都市計画課

連 絡 先 施設計画班

TEL 054-221-3062

１　都市計画の種類及び名称

　　岳南広域都市計画道路　３・５・13号吉原大月線、３・３・19号本市場大渕線　　　

２　公聴会において意見を聞こうとする原案の概要

　　交通の安全かつ円滑な通行を確保するため、本案のとおり変更する。

３　公聴会の日時、開催場所及び原案の閲覧期間等

都市計画区域
（関係市町）

開催日時 会場 原案の閲覧期間

岳南広域

（富士市）

令和８年４月28日（火）

午後２時から

富士市役所

６階第一会議室

令和８年４月15日（水）から

令和８年４月21日（火）まで

４　原案の閲覧場所

　　静岡県交通基盤部都市局都市計画課（静岡市葵区追手町９番６号）及び富士市都市計画課窓口

※原案の概要は、静岡県交通基盤部都市局都市計画課のホームページ（下記アドレス）で閲覧可

　https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/toshikeikaku/1049266/1003591/index.html

５　公述の申出手続

(1)　公述申出提出方法

公聴会において意見を述べようとする者は、公述申出書（様式第１号）に必要事項を記載し、別紙に意

見の要旨及びその理由を記載したものを添付して、静岡県交通基盤部都市局都市計画課に郵送又は持

参にて提出すること。

※公述申出書の様式は、上記の都市計画課ホームページでダウンロードできる。

(2)　公述申出締切日

原案の閲覧期間の最終日　令和８年４月21日（火）午後５時15分必着

   (3)　公聴会における公述

公述申出書を提出した者は、公聴会に出席して、事前に提出した書面の内容に準拠して意見を述べ

ることができる。ただし、同種の意見を有する者が多い場合は、人数及び時間を制限することがある。

６　公聴会の傍聴

　　公聴会の傍聴を希望する者は、公聴会当日会場に直接来場するものとし、先着順に会場の定員まで受け

付ける。

７　公聴会の中止

　　公述申出締切日までに公述の申出がなかった場合は、公聴会を中止する。公聴会開催の有無について

は、公述申出締切日の次営業日以降に下記８に問い合わせのこと。

８　問い合わせ先

　　静岡県交通基盤部都市局都市計画課

（〒420－8601　静岡市葵区追手町９番６号　電話番号 054－221－3062）


